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１．はじめに

2018年９月の台風21号では、大阪湾に既往最大

規模の高潮が発生し、関西空港をはじめとして各

地で暴風や浸水の被害が生じた。特に施設の多く

が埋立地に立地する港湾域では、浸水によるコン

テナの漂流や荷役設備の電源喪失など、数多くの

様々な被害が発生し、経済的な損失も非常に大き

なものとなった。この高潮は、大阪市西部の市街

地が広範囲に浸水して26万人もの被災者を出した

1961年の第二室戸台風による高潮以来の、大阪湾

の想定防護レベルに迫る大きなものであった。幸

いにも、今回は第二室戸台風後半世紀にわたって

整備されてきた防潮堤や防潮水門などが有効に機

能したため、市街地への浸水はほとんど発生しな

かった。一方で、高度経済成長期以降、急激に開

発が進んだ堤外地（防潮堤の海側のエリア）に立

地する港湾施設や企業が大きな被害を受けるとと

もに、埋立地内の住宅や都市施設などにも危険が

及んだ。これまでの高潮防災は、堤防や水門によっ

て陸地への海水の侵入を防ぐことを考えれば良

かったが、高度に利用されている堤外地では、産

業活動と両立できるようなフレキシブルな防災対

策が求められる。

以下は、筆者が委員長を務めた「大阪湾港湾等

における高潮対策検討委員会」および各港湾部会

による調査・検討結果を中心に取りまとめたもの

である。用いた図面や情報は検討会資料から引用

したものが多いことをあらかじめ断っておく。

２．台風21号の概要と高潮・高波1),2) 

台風第21号は、９月４日12時頃に室戸岬付近を

通過後、徳島県南部に上陸、勢力を維持したまま、

次第に進行速度を増して淡路島を通過、14時頃に

神戸市付近に達した。これは、過去に大阪湾に大

きな高潮をもたらした３大台風（室戸台風、ジェー

ン台風、第二室戸台風）とほぼ同じルートであっ

た。大阪湾通過時の中心気圧はおよそ955hPa、最

大風速は45m/s 程度であった。中心気圧は第二

室戸台風よりも高い反面、進行速度が70km/hr 〜

80km/hr と非常に速かったため、各地で非常に強

い風が吹き、暴風による住宅等の被害が大きかっ

た。最大風速については、全国53地点で観測史上

１位の値を更新し、関西空港でも46.5m/s を観測

した。最大瞬間風速は全国100地点で観測史上１

位の値を更新し、関西空港では58.1m/s であった

が、場所によっては70m/s 程度にまで達していた

可能性も指摘されている。

高潮とは、台風や低気圧の影響で海水面が上昇

する現象である。月と太陽の引力による潮汐（天

文潮）に対して気象潮と言われたり、風津波と呼

ばれることもある。高潮を引き起こす主な要因は、

気圧の低下による海面の「吸い上げ」と風による

海水の「吹き寄せ」の２つであり、前者は１hPa 

の気圧低下によって海面がおよそ１cm 上昇する。

風による吹き寄せ効果は風速の２乗に比例し、水

深に反比例するため、風速が強くなると特に水深

の浅い内湾域で大きな高潮が発生する。

台風21号は進行速度が大きかったために、潮位
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の上昇は短時間で急激なものであった。図-1は、

大阪港の検潮所で記録した潮位の変化を示したも

のであるが、高潮の初期段階で急激な潮位上昇が

みられること、潮位がピークを示した後に海面の

振動がみられる点が特徴的である。図-2は、大阪

湾の４箇所の検潮所（気象庁）での潮位偏差（実

際の潮位と天文潮位の差）の時間波形を示してい

る。潮位偏差の時間波形は場所によってかなり異

なっているが、最大潮位偏差は湾の奥ほど大きく

なっている。図-3は、大阪湾沿岸各地（気象庁及

び府県の潮位計）の最大潮位偏差とその時の天文

潮位を図示したものである。図中には、既往最高

潮位も示している。潮位は大阪湾の湾奥ほど大き

くなっており、兵庫県の尼崎検潮所では最大潮位

偏差３ｍを記録している。大阪湾の想定高潮が

3m 程度であるので、まさに最大想定レベルの高

潮であったことがわかる。

台風の風が強かったことから、波も非常に高く

なり、神戸で既往最大値（有義波高4.72m）を記

録している。今回の台風による堤外地の災害は、

高潮の潮位上昇による越流とともに、高波の越波

による浸水の影響が大きかった。高潮という言葉

からは潮位の上昇のみがイメージされるが、実際

には潮位上昇と同時に高波浪が来襲することも同

時に考えておく必要がある。大阪湾においてどの

ような波浪が発生していたかは興味深い点である

が、残念ながら大阪湾における波浪観測点が神戸

のみであったことから、詳細については明らかに

なっていない。したがって、波浪の実態は数値シ

ミュレーションや映像で推定するにとどまらざる

を得なかった。

３．高潮による被災状況とその要因につ

いて

台風21号による被災の状況については、国土交

通省近畿地方整備局2)、大阪府、兵庫県、大阪市、

神戸市の各港湾管理者、国の研究所、土木学会3)

などが精力的に調査を行ったことにより、詳細が

明らかになった。図-4および図-5は、被害状況を

示したものであるが、上述したように、堤外地で

図-2　大阪湾の検潮所４地点における潮位偏差の時間

波形

図-1　大阪港における潮位の変化

（気象庁ホームページの図に加筆）2)

図-3　大阪湾沿岸の検潮所での最大潮位偏差と天文潮

および既往最高潮位2)
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の浸水被害は、高潮と高波によるものが顕著で

あった。また、埋立地の地盤沈下により、建設当

初の地盤高より低くなっていたところでは浸水深

が大きくなって被害を増大させた。さらに浸水や

強風による空コンテナの海上流出や、作業船・台

船等の船舶の漂流が発生した。これらは、船舶航

行の障害や構造物の損壊を招き、港湾機能の復旧

を妨げる大きな要因となった。また、浸水により

一部のコンテナターミナルにおいて荷役機械及び

電源設備の機能喪失や火災などの被害も発生した。

以上は主に堤外地の被害であるが、堤内地に位置

する住宅地の一部でも高潮・高波による家屋の浸

水や、高潮による河川水位の上昇により中小河川

から住宅地への浸水があった。

被災要因の解明については、図-6に示すように、

国土交通省港湾局に置かれた「港湾における高潮

リスク低減方策検討委員会」とともに、近畿地方

整備局の「高潮対策検討委員会」が組織され、そ

の下に置かれた各港湾部会を港湾管理者が運営す

るという体制で行われた。検討委員会では、観測

データと数値シミュレーションによる現象再現

（図-7）6) による検討とともに、映像や現場の証言

などを積み上げることにより、かなりの精度で被

災メカニズムを明らかにすることができたと考え

ている。

図-4　台風21号による浸水および被害の状況2)

図-6　台風21号による高潮関連の委員会の構成

図-5　港湾の被害状況2)
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４．今後の高潮対策に向けて

今後の高潮対策のあり方についても、上記の各

委員会で検討された。2018年３月に、国土交通省

港湾局は、気象庁の発表する気象情報等をトリ

ガーとし、事前に取るべき防災行動をまとめた「港

湾の堤外地等における高潮リスク低減方策ガイド

ライン」4) を発表していた。しかしながら、台風

第21号では、堤外地が大きな被害を受ける結果と

なったため、港湾局はガイドラインの見直しと徹

底を行った5)。また、近畿地方整備局では、連携

した防災・減災を加速するために、大阪湾港湾

機能継続計画推進協議会が策定する港湾 BCP に、

地震・津波に加えて高潮を含めることを決定した。

一方、各港湾管理者は、個々の港湾の被災要因

に基づいてハードおよびソフト両面での具体的な

対策を示すとともに、例えば以下のような対策に

着手する方針を打ち出した。

・潮位、波浪等の観測施設及び監視カメラの増

設

・非常用電源設備の増設

・航路啓開のための機材の導入

・電気系設備・荷役機械の耐水機能の改善

・漂流物防止柵等の設置

・電気系設備の嵩上げ、止水措置

・コンテナターミナル等の排水機能強化、地盤

の嵩上げ

・防潮堤等の新設や嵩上げ、海岸保全施設の防

護機能強化、堤内地の浸水対策

・高潮情報ポータルサイトの立ち上げ

・高潮予測システムの開発

・エリア減災計画の策定

台風第21号からおよそ１ヶ月後に日本に接近し

た同程度の台風第24号における事前の防災行動の

取り組みを近畿地方整備局が整理している。幸い

にも台風24号は東に逸れ、大阪湾では高潮も風も

大きくなかったが、直前まで同じコースを進んで

きたため事前防災行動をとったところが多かった。

事前防災行動としては、土嚢の設置、車両の高所

避難、発電機のレンタル、コンテナの固縛、コン

テナ及び荷役機械の高所避難、コンテナの段落と

し・積み方の変更、電気設備の防護、ガントリー

クレーンの固定、などであった。平成31年度は、

さらに台風来襲に合わせて事前防災行動をチェッ

クし、高潮対策を実あるものにしていく必要があ

る。そのために、上記の各種検討委員会の幾つか

は形を変えて継続しており、また各港湾で高潮を

想定した BCP の策定も行われている。

５．おわりに

大阪湾の高潮の危険性は従来から指摘されてき

たが、台風21号による既往最大高潮という現実が

発生して、初めてわかることも多かった。伊勢湾

台風や第二室戸台風を受けて着実に実施してきた

高潮対策の有効性が確認できたこと、高潮だけで

なく高波の影響が予想以上であったこと、開発が

進んだ堤外地における災害がこれまでに経験した

ことのないものであったこと、などが挙げられる。

台風21号は既往最大規模の高潮をもたらしたが、

さらに大きな規模の台風や高潮が発生する可能性

が十分あることを考えれば7)、今回の経験を教訓

にして、特に堤外地において産業利用と防災を両

立させる必要がある。

また、今回の検討に数値シミュレーションや映

像が多用されたが、改めて科学技術・情報技術の

図-7　数値シミュレーションの例

（神戸港部会資料より）6)
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進歩も実感した。一方で、観測データの重要性も

再認識した。近年予算の関係でモニタリングは削

られる傾向にあるが、観測データがあって初めて

シミュレーション技術が活きる。先端技術を有効

活用するためにも、自然災害に関する各種モニタ

リングの充実が一層望まれる。

台風災害を受けて、ハード面の整備とともに

種々のソフト防災対策が検討されている。ソフト

防災はシステムや枠組みの構築で達成できるもの

ではなく、現場まで十分伝わることが重要である。

台風は毎年来襲することを利用して、特に事前防

災活動によるソフト防災力の向上を高めるような

取り組みを継続していくことが重要であろう。

最後に、台風21号の調査・検討にご尽力された

全ての関係者の皆様に謝意を表するとともに、今

回の経験が今後の高潮防災に有効に活かされるこ

とを切に願う次第である。
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